
令和２年１０月１日 

「新しい生活様式」に基づいた 

中央図書館【講堂・講座室】の施設利用について 

 

中央図書館の施設利用について、各利用団体においても消毒等の新型コロナウイルス感

染防止対策を十分に行うことを前提として、利用人数を通常の定員数に戻します。（講座室

２を除く） 

なお、施設の利用についてのルールは下記のとおりです。施設の利用にあたっては下記

ルールの徹底にご理解とご協力をお願いします。 

 

 

１  参加者全員が以下のいずれかに当てはまらないこと 

  ①本人や同居家族に発熱や体調不良等の症状がある 

  ②２週間以内に、新型コロナウイルスに感染している、もしくは感染が疑われる症状

がある方と接触している 

 

２  室内ではマスクを着用すること 

 

３  マスクを外さなければできない活動や、身体的距離を確保できない活動の場合は、 

利用を自粛すること 

 

４  演者や講師等が発声する場合は、舞台等から参加者の間隔を２ｍを確保すること 

 

５ 参加者が声を出す必要がある場合は、定員数にかかわらず１ｍ程度の間隔を確保 

すること 

 

６  窓がある部屋については、３０分に１回程度窓を開放して換気すること 

 

７  部屋に出入りする際は、手洗いや手指の消毒を行うこと 

 

８  入退場などの混雑時は、特に身体的距離を確保した誘導を行うこと 

 

９  水分補給以外の飲食はしないこと 

 

※ 上記のルールを満たさない場合、ご利用をお断りする場合があります。 

※ 万が一、後日感染者が発生した場合、必要に応じて代表者の連絡先を保健所等に伝え

ることがあります。 

ご利用にあたってのルール 



 

   

施設名 利用定員 通常時の定員 備考 

講堂 １８６席 １８６席 

・舞台上で発声する場合は、最前列の１

列を空席とすることで観客との距離を

２ｍ確保できます。 

・観客席からの発声を促す場合は、席数

を減らすなどの対応をお願いします。 

講座室１ ４０名 ４０名 

・活動内容によっては、ソーシャルディ

スタンスを確保するため、利用可能者

数が利用定員数を下回る場合がありま

す。 

講座室２ ９名 １８名 
・主に会議利用となるため、定員数を規

定の半数としています。 

 

 

各施設の定員数について 


